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１　課題の設定

　学校耐震化の時代―それは学校が構造的に補強さ
れること以上の意味をもつ。それは，子どもの生活空
間が構造的に変わる瞬間である。
　学校管理下で発生する事故は多種多様である。その
なかには，構造的に防止しうる可能性が高いにもかか
わらず，公には問題視されることないまま，毎年のよ
うに子どもが命を落としている事故がある。その一つ
が本稿で扱う「転落事故」である。
　本稿の目的は，耐震施工を学校が構造的に変わる一
つの契機とみなしたうえで，校舎からの転落事故，と
くにひさしと天窓からの転落について分析することで
ある。具体的には，死亡・障害の事故について，発生
件数・状況を明らかにし，さらにその防止策について
検討する。
　なお耐震施工については，転落事故と関わらせて，
次の２つの可能性を指摘したい。一つは，まさに耐震
施工を好機として，転落事故防止の物理的対策を講じ
うる可能性である。だがもう一つ，耐震施工は，事故
防止の可能性を生み出すいっぽうで，事故誘発の可能
性を高めてもいる。今日適用されている施工方法その
ものだけでは，それが新たなる転落事故を引き起こす
危険性がある。耐震施工は好機であると同時に危機で
もある。
　耐震施工は日々，全国の学校において進められてい
る。いままさに動いている事態である。それだけに，
事故を防止する可能性（好機）としても，そして事故
を誘発する可能性（危機）としても，一刻も早い分析

とその結果を社会に還元することが求められる。本稿
の試みは，一刻を争う緊急的提言としての性格を有し
ている。
　以下，第２節では学校施設をめぐる文部科学省（以
下，文科省）の施策について振り返る。近年の学校施
設の整備指針では，防犯（不審者対策）と耐震施工が
重点化されていることを示す。第３節では，校舎から
の転落事故のなかでも，とくに校舎の構造と関連が深
い「ひさし」からの事故死について，その発生件数と
発生状況を明らかにする。ここでは，今日の耐震施工
の代表的な方法となっている「アウトブレース（外付
けブレース）」工法が，現状のままの施工方法では，転
落事故を誘発しうる可能性があることを指摘する。第
４節では，２００８年６月に全国的に注目を集めた東京都
杉並区で発生した「天窓」からの転落死亡事故をふま
えて，天窓からの事故死についてその発生件数と発生
状況を明らかにする。最後に第５節では，危険の無限
性と資源の有限性との関係から，防止すべき種の事故
を選択せねばならないことを指摘し，防止すべき一例
として転落事故が位置づけられることを確認し，結論
とする。

２ 学校施設をめぐる文科省施策の動向

２.１. 学校施設整備指針の重点課題

　文科省は１９９２年に，学校教育を進めるうえで必要な
施設機能を確保するために「学校施設整備指針」を策
定した。指針はその後，２００１年，２００３年，２００７年と改
訂を重ねてきた。
　指針が策定された当初は，子どもの「学習」の場と
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して，施設整備が語られていた。それが２００３年になる
と，そこに施設の「安全性」が組み入れるようになっ
た。『小学校施設整備指針』２００３年改訂版の「はじめに」
には次のような改訂の方針が書かれている。
　
　近年，学校施設における犯罪が増加してきたた
め，学校施設における防犯対策の方針や設計・計画
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　また，学校施設の耐震化を推進させるため，学校
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　さらに，近年，建築物の建材等から放散される化
学物質による室内空気汚染の防止対策が課題となっ
ており，平成１４年２月の「学校環境衛生の基準」の
改訂に続き，平成１４年７月には建築基準法が一部改
正された。
　これらの状況を踏まえ，「学校施設整備指針」にお
ける関連規定をさらに充実させるため，「学校施設整
備指針策定に関する調査研究協力者会議」において
検討がなされ，平成１５年８月２１日に「学校施設整備
指針の改訂について（小学校編）」の報告が取りまと
められた。
　この「小学校施設整備指針」では，この報告を基
に，防犯対策について「防犯計画」を新たに章立て
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項目立てしている。さらに，その他の検討事項につ
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いても記述を充実させている。
＜『小学校施設整備指針（平成１５年８月）』「はじめ
に」，波線は引用者＞

　２００３年に入ってから学校施設は安全面とりわけ防犯
（不審者対策）と耐震化推進が重点課題となったことが
わかる１。「学校安全」といえばその対象領域は基本的
には，授業時間や課外活動を含めた学校の日常生活に
おける「生活安全」や，通学路における「交通安全」
（小林・永岡 １９９５），あるいはそこに火災・地震・台風
等の自然災害に対する「災害安全」を含めたもの（石
毛 ２００２）である。学校にはそうした多種多様な危険が
散らばっている。そのなかで，校舎の構造に特化した
危険として今日対策が要請されているのが，防犯と耐
震化である。

２.２. 学校施設の整備に関わる事故・災害

　２００８年に入ってから，学校施設の構造に直接関連す

る事故・災害が関心をよび，文科省も緊急の対応策を
発表した。
　その一つが，２００８年５月１２日に中国の四川省を震源
地とする大地震である。報道によれば，四川省内で約
６８９８棟の校舎が倒壊した（『朝日新聞』２００８年５月２７日
付朝刊）。また倒壊によって，確認できるだけで全土
で約５０００人の子どもと約３００人の教師が死亡した（『朝
日新聞』２００８年６月１２日付朝刊）。この事態を受けて，
文科省は迅速な対応を示した。下記は，６月１３日に文
部科学大臣が発表した「学校耐震化加速に関するお願
い」の一部である。

　政府としては，従来から，耐震化の促進に努力し
てまいりましたが，耐震化率は約６割に留まってお
り，特に大規模地震により倒壊等の危険性が高い公
立小中学校施設が約１万棟あると推計されていま
す。中国四川省の大震災による学校施設の倒壊によ
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る大惨事は，大変痛ましい出来事でしたが，日本に
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おいても多くの方が，学校施設の耐震化を加速する
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－略－
　そのために必要な国の財政支援は，このたびの法
改正で国会及び政府の強い意志として，大幅に拡充
をいたすこととしました。また，私立学校について
も，国及び地方公共団体は，地震防災上の配慮をす
るものとされており，政府としてもこの趣旨を踏ま
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� ��������������������������������������������

＜文部科学大臣「学校耐震化加速に関するお願い」
（２００８年６月１３日，波線は引用者）＞

　こうして，文科省は耐震施工にかかる国庫補助率を
引き上げ，市町村が校舎の耐震化に取り組みやすいよ
う，支援策を講じた。２００３年の学校施設整備指針改訂
から強調されてきた耐震化は，ここにきていっそう加
速されることとなったのである。
　学校施設の構造に直接関連するもう一つの事故・災
害は，２００８年６月１８日に杉並区立の小学校で発生し
た，子ども（６年生男児）の転落死亡事故である。校
舎３階の屋上で授業をおこなった後に教室に移動する
際，ドーム型の天窓に男子児童が乗り，強化プラス
チックの覆いが割れて１階床に転落し全身を強打，死
亡した事例である。この事件は，天窓からの転落死亡
事故として，各種メディアで当日のうちに一斉に報じ
られた。転落事故としては異例なほどに関心をよんだ
事例といえよう。
　この事件を受けて，文科省はでは都道府県教育委員
会等関係機関に対して，「学校における転落事故等の防
止について（依頼）」の通知を発出し，事故の再発防止
のための安全点検を要請した。通知に示された６つの
留意事項の最初２点には，校舎の構造面での改善が求
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められている。

１．天窓については，人の体重を支える強度がない
とするメーカーが多く，児童生徒等が乗ることの
ないよう適切な安全管理を行う必要がある。児童
生徒等が天窓に近づく可能性がある学校において
は，天窓の危険性等について，児童生徒等に理解
させ，天窓の上に絶対に乗らないよう周知徹底す
るとともに，天窓の設置された屋上を使用しない
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場合には屋上出入口の施錠を行う，児童生徒が天
� ����������������������������������

窓の近くで活動する場合には，事前に危険性につ
いて点検を行い，教職員が適切に見守る等，十分
な安全管理を行うこと。

２．児童生徒等の近づく可能性のある場所に設置さ
れた天窓は，児童生徒等の多様な行動に対し十分
な安全性を確保した設計とすることが重要であ
り，天窓の構造や設置状況等を把握した上で，周
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ネットを設置すること等，安全な構造とするとと
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＜文部科学省「学校における転落事故等の防止につ
いて（依頼）」（２００８年６月２０日，波線は引用者）＞

　学校管理下の転落死亡事故は，毎年のように発生し
ていながら，まったくといっていいほど注目されてこ
なかった。そうした経緯からすれば，今回の全国的な
報道と文科省の対応は，転落事故の歴史において特筆
すべき動きとなろう。これを契機に，天窓を含めた転
落事故とその構造的対策について徐々に関心が高まっ
ていくものと考えられる。
　このように２００８年に入ってから校舎の安全面の問題
として，耐震化がいっそう加速され，また転落事故が
にわかに注目をあびるようになった。次節では，まさ
にこの耐震化の時代において転落事故をどのように防
止すべきかについて，検討したい。

３　ひさしからの転落事故

３.１. なぜ転落事故なのか，なぜひさしなのか

　拙稿（２００７）では，学校における転落死亡事故につ
いて，発生件数と防止可能性の点から考察をくわえ
た。転落事故は，毎年のように発生していながら，放
置されてきた危険である。
　先の「学校施設整備指針」がそうであるように，防
犯対策（不審者対策）と耐震化推進に比べて，転落事
故への関心は著しく小さい。『小学校施設整備指針』
２００７年改訂版をみても，「転落」に関する具体的な記述
は，「外部に面した窓は，腰壁の高さを適切に設定する
ことが重要である。また，窓下には足掛りとなるもの
を設置しないことを原則とし，児童の転落防止等のた

めに，必要に応じ，窓面への手すりの設置や開閉方式
について検討を行うことが望ましい」「学校施設を高層
化する場合には，非常時の避難，上階からの転落・落
下物等に対し配慮した計画とすることが重要である」
にとどまっている。
　また，後述する「ひさし」については，「日射の強さ
や方向，室内の活動等の状況に応じ日照を調節するこ
とのできるよう庇の形状，ガラスの選定等について検
討することが望ましい」，「天窓」については，「利用内
容等に応じ，適当な量及び質の光を確保することがで
きるよう窓の位置，面積，形式等を適切に設定するこ
とが重要である。特に，天窓については，夏季におけ
る温度の上昇，地震時の破損・落下等について留意し
て計画することが重要である」（『小学校整備指針（２００７
年改訂版）』「第５章 詳細設計」）と言及されているだ
けである。ひさしと天窓に関しては，子どもが転落す
るという認識はいっさいみられない。
　転落事故は，発生件数が多いにもかかわらず，放置
されてきた。しかも転落は，構造的対策によって防止
できる可能性が高い。その構造的対策とは，漫然とし
た対策ではなく，きわめて具体的で限定的な対策であ
る。明確な方法によって，防止が期待できる。それが
転落事故である。
　拙稿（２００７）が扱った転落事故は，主に校舎の内側
から窓の外側へと不意に落ちてしまった事例（たとえ
ば休憩時間に机の上に乗っていたところ，バランスを
崩して，開いていた窓から落ちてしまうような事例）
である。本稿は，そうした事例とは異なる，ひさしか
らの転落事故に焦点を当てる。拙稿（２００７）が，校舎
の内側を基点として発生する転落事故を扱ったのに対
して，本稿は，校舎の外側に注目しようとするもので
ある。
　転落事故のなかでも，とくにひさしからのそれを分
析する理由は，２つある。一つは，ひさしからの転落事
例は少なからず発生しているにもかかわらず，拙稿
（２００７）ではひさし経由の転落にまで分析を広げること
ができなかったからである。そして第二の理由は，耐
震施工の手法の一つが，新たにひさしに類似した乗り
場をつくりだしているからである。この点について
は，後段で詳述したい。

３.２. 事故の発生件数と状況

　転落事故の事例について，本稿が参照するのは，日
本スポーツ振興センター発行の『学校の管理下の死亡・
障害事例と事項防止の留意点』（以下，『死亡・障害事
例』）である。日本スポーツ振興センターは，義務教育
諸学校，高等学校，高等専門学校，幼稚園および保育
所の管理下における災害（負傷，疾病，障害または死
亡）に対し，災害共済給付（医療費，障害見舞金また
は死亡見舞金）をおこなっている。そこで把握された
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死亡・障害の事故を紹介したのが『死亡・障害事例』
であり，これは一部の年度を除いて毎年発行されてい
る（『死亡・障害事例』の正式のタイトルならびにそこ
に記載されている事例数や事例の発生年度について
は，表１を参照）。
　そこで，昭和６０年版～平成１９年版（記載事例の発生
年度：昭和５８年度～平成１８年度（１９８３年度～２００６年度））
に記載された２４年間の死亡・障害事例すべてに目を通
し，転落事故の事例を一つずつ拾い出した。事例は死
亡と障害のみであり，怪我（事故後すぐにまたは一定
の期間を経て癒えるもの）の事例は，もとから含まれ
ていない。また自殺の可能性が考えられるものは，事
例から省くこととした。なお，共済給付制度への加入
率は，２４年間一貫しておおむね９７%前後で推移してい
る。したがって，『死亡・障害事例』が対象とするの
は，学校に通うほとんどすべての子どもとみてよい。
　『死亡・障害事例』に記載されている限りの事例に関
して，１９８３年度以降のひさしからの転落による死亡事
例は２８件（２８名），障害事例は４７件（４７名），合わせて
７５件（７５名）となる。１年あたりにすると，死亡が平
均１.２件，障害が２.０件，全体で３.１件である。全事例の
概要は，表２に示した。
　表２からわかるように，死亡に関していうと，件数
は近年若干ではあるが減少傾向にある。その点を含め
て，事故の件数が驚くほど多いというわけではない。
しかし件数の多少は，ひさしからの転落という限定的
な状況との関係において理解されるべきである。ひさ
しを含めて転落事故全体として数え上げれば，件数は
増える。怪我も含めれば，件数は一気にはねあがる。
件数はカテゴリの大小によって変動しうるため，件数
はその値自体の大きさも重要であるものの，それがど
れくらい限定された種の事故なのかを考慮しなければ
ならない。

３.３. 限定的な発生状況と事故防止策

　むしろ本稿で問題にしたいのは，拙稿（２００７）の主
張とも重なるが，第一にひさしからの転落が，死亡だ
けでも毎年のように発生していながら，長らく放置さ
れてきたことである。さらに第二に，これほどまでに
発生状況が限定される，すなわち防止策が限定されう
るにもかかわらず，放置されてきたことである。その
なかで事故が繰り返し起きているのである。
　事故はひさしに乗ったりあるいはひさしに向かって
身を乗り出したりしたときに起きている。それらの行
為は，自ら何らかの積極的な目的（隠れるため，別の
場所に移るため）をもっておこなわれることもあれば，
たまたまそうせざるを得ないような消極的な目的（ひ
さしの上に落ちた物を取るため）をもっておこなわれ
ることもある。いずれにせよ，人や物が乗ってしまう
こと，それが事故の最大の引き金である。

　目的がいかようであれ，事故の発生状況は限定的で
ある。それは，学校施設整備指針で強調されている不
審者による犯罪と比較したときに，いっそう明白であ
る。不審者による犯罪は，多様な発生状況を想起させ
る。たとえば不審者が子どもに襲いかかってくるとし
てもそれは学校の敷地内なのか通学路なのか，それだ
けでもまったく状況が異なる。また敷地内といって
も，さまざまな場所がある。そのときの不審者の状況
も子どもの置かれた状況もさまざまである。
　いっぽうでひさしからの転落事故は，事故の発生場
所が局所的である（後述の天窓からの転落は，その最
たる例である）。校舎の外壁に出っ張っている「ひさ
し」が問題であり，そこに人が乗れること，そこに物
が乗ってしまうことを防ぐ手立てを考えればよいので
ある。
　もっとも確実な防止策は，ひさしを取り壊すことで
あろう。これを実行すれば，ひさしに起因する転落事
故は生じようがない。耐震施工に合わせて実行可能で
あるならば，それも選択肢の一つとなろう（もちろん，
ひさしの機能的側面についても議論が必要である）。
だが取り壊すには莫大な予算と手間が必要であること
を勘案すると，他の方法も考える必要がある。
　ひさしに人が乗れない，物が乗らないような状況を
物理的につくりだすという方法もありうる。ひさしの
上に何らかの建材を固定して，ひさしの上に人が乗
る，物を乗せるという発想自体が生まれないような構
造にすることも検討されるべきであろう。
　あるいは，事後対策にも力を入れるべきである。事
故防止には，「起きないようにどうするのか」と，「起
きたときにどうするのか」の２つの視点がある。これ
は，もともと企業のリスクマネジメントの分野で繰り
返し重視されてきた見方であり，前者は「予防対策」，
後者は「発生時対策」とよばれてきた（Kepner and 

Tregoe １９８１=１９８５）。転落事故防止に関しては，「発生
時対策」への視点がほとんどみられない。万が一，校
舎や階段から落ちてしまったときに，いかにして被害
を最小限に抑えるのか。学校の校舎では，外壁の真下
はコンクリートとなっていることが多い。ひさしや窓
からの転落が死亡や障害などの重大な結果を招いてし
まう理由の一つはここにある。外壁の真下を植え込み
や花壇にして、転落の衝撃を和らげる試みも考えられ
よう。

３.４. アウトブレース工法の盲点

　ひさしの事故にとって，耐震化の時代は，好機でも
あり危機でもある。好機というのはすでに説明したと
おり，ひさしに対して物理的な転落防止策を講じるに
は，耐震施工の期間が大きなチャンスであるという意
味である。ところが耐震施工は，事故防止の好機であ
ると同時に，事故誘発の危機にもなる。今日適用され
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ている施工方法にとくに何の手も加えなければ，その
方法は新たなる転落事故を引き起こす可能性をもって
いる。かりに耐震施工が転落事故の防止策に着手しな
いままに進められるとすれば，耐震施工は転落事故の
誘発効果のみをもつことになる。
　転落の危機を生み出しかねない施工方法とは，アウ
トブレース（外付けブレース）工法のことである。ア
ウトブレース工法とは，建物の外壁面で補強材を筋交
いに入れる方法である。この工法は近年の耐震施工に
おいて積極的に用いられるようになってきている。
　２００３年には日本建築防災協会が，アウトブレース専
用の耐震施工マニュアルを作成している。マニュアル
によれば，一般に建物の内部を補強する場合は，建物
内の機器の移動など居住環境を変えたり，補強に伴う
一時的な退避施設等が必要となり現場施工にかかる期
間の延長やコストの増加につながったりする。いっぽ
うアウトブレース工法は，建物の内側ではなく外側を
工事するため，上記の問題点を回避することが期待さ
れる（日本建築防災協会 ２００３）。学校についていうと，
文科省「学校施設の耐震補強に関する調査研究報告書」
によれば，アウトブレース工法は，空き教室がないよ
うな場合に子どもたちを移動させることなく施工でき
る（騒音の出る工事は，夏季休暇中などにおこなう）
（文部科学省 ２００６）。アウトブレース工法は，内部環境
への影響を小さくできる点，またコストを削減できる
点でも，耐震化が急がれる今日において利点の多い工
法として考えられている。
　写真１～４は，アウトブレースの耐震補強を施した
校舎である２。写真１は校舎外壁の全体像である。写
真中央１階から２階上部までがアウトブレースによっ
て補強されている。なおこの校舎にはひさしもみられ
る。アウトブレースの両隣にある１階上部の出っ張り
は，ひさしである。写真２は，校舎内に入って２階の
教室の窓から下方を撮影したものである。窓枠から約
５５cm下のところに約４５cmの出っ張りがあり，そこに
は木の実が乗っている。まさに物が乗っている状況で
ある。写真３は，３階教室からの撮影である。２階同
様に，出っ張りがある。写真４は，教室のほうではな
く，廊下側の外壁面である。ここにもアウトブレース
による補強がなされている。
　機能の点でひさしとアウトブレースはまったく異な
るものである。だが，子どもの目線からみれば，両者
は，同じ出っ張りをもつ場所である。アウトブレース
そのものには問題はない。むしろ耐震補強にとって
は，利点の多い工法である。しかしそれが，転落事故
の契機となるのであれば，施工時には何らかの工夫が
くわえられなければならない。
　おとなの目線ではなく，子ども目線からみたとき，
施設のあり様はどう映るのか。子ども目線を組み入れ
た幅広い視野から，耐震化時代の施設の変化を理解し

なければならない。

４ 天窓からの事故

　すでに第２節で述べたように，２００８年６月１８日に杉
並区立の小学校で，６年生男児が天窓から転落し死亡
するという事故が起きた。この事故は全国的な関心を
よび，また文科省は「学校における転落事故等の防止
について（依頼）」の通知を，関係機関に対して発出し
た。転落事故に対する報道機関の扱いや文科省の対応
としては，異例なものであったといえる。
　本節では，話題をよんだ天窓からの転落について，
その発生件数と状況についてごく簡単にふれたい。
　１９８３年度以降で，天窓・天井板・屋根などを突き破っ
て転落し死亡した事例は１０件（１０名），障害が残った事
例は８件（８名），合わせて１８件（１８名）となる。う
ち，天窓のみについてみてみると死亡事例は５件（５
名），障害事例は１件（１名）になる。全事例の概要は，
表３のとおりである。
　天窓からの転落による死亡・障害の事例発生件数は，
わずかである。そもそも天窓が設置してある学校自体
が数少ないからである。発生件数が少ないということ
は，これは率直にいえば，天窓について対策をおこな
う必要性は小さいということである。それよりは，
もっと多く発生している種の転落事故や学校事故の対
策をするほうが，限られた資源の分配方法としては合
理的である。
　しかしここで考え直したいのは，天窓を突き破る事
故は，比較的簡単な物理的手段によって高い確実性で
防止できる点である。各種学校事故のなかでも，天窓
の転落事故は現実的にもっとも高い防止可能性が見込
まれる。
　これは，プールの排水口における吸い込み事故防止
を想起するとよい。プールの危険性を論じた有田は，
「原因が明確で改善対策が取り得るにもかかわらず，
それが為されていないために被害が発生している」（有
田 １９９７: ３）種の事故として，排水口への吸い込み事故
をとりあげた。その主張は，明快である。「プール排
水口の危険性を取り除くのは簡単である。穴あき部分
にフタをして，きちんと固定すること，これだけであ
る」（前掲書 : １０９）。さらに有田は，排水口のフタのボ
ルトを固定するのに１万２千円で済んだ事例をあげ
て，プールの水を抜いてフタを取り替えたりしても１０
万円を超える程度であると指摘する。
　排水口の吸い込みによる死亡事故は，１９９０年度に
入ってからは少なくなり，１９９０年度から１９９９年度まで
で６件（６名）起きている３。２０００年度以降は０件であ
る（公営・私営プールでの死亡事故は含まない）。件数
としては，けっして多いわけではない。しかし，対策
がもっとも容易かつ限定的であるうえに，それさえ施
せば事故は確実に防ぐことができる点で，今後も対策
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が継続される必要がある。
　天窓も同様である。天窓は校舎のなかでも限られた
局所的な場である。杉並区の事例でいうと，天窓は直
径１３０cmのものが３箇所に設置されていた。その限ら
れた場所に，物理的な対策を講じればよい。天窓に乗
れないような柵を設けるか，あるいは割れたとしても
人が落ちないような防護ネットを設けるか，このいず
れかである。２００３年の学校施設整備指針改訂の際に強
調されたように，今日学校には防犯カメラをはじめと
する防犯システムが導入されつつある。しかしそれら
が，凶暴な殺人犯をどれくらい抑止しうるのか定かで
はない。同じ予算を天窓のほうに充てるならば，天窓
の事故は確実に防げるはずである。

５　危険は無限，資源は有限

　危険は遍在する。通学途中に交通事故に遭うことも
あれば，小さなくぼみにつまずくこともある。授業中
に，鉛筆の芯で傷を負うこともあれば，机に脚をぶつ
けて青あざをつくることもある。不審者が襲ってくる
こともある。
　学校という管理された状況下であっても，危険は無
限に想定しうる。防ごうとすれば，キリがない。いっ
ぽうでそれを守るための資源（ヒト・モノ・カネ）に
は限りがある。危険は無限，資源は有限―このとき
私たちは，限りある資源に合わせて，無限の危険群の
なかから，防ぐべき危険を選びとらなければならない。
　そうした意図から本稿がとりあげたのが，転落事故
であった。学校管理下の事故や事件をめぐる私たちの
常識は，必ずしも発生件数や防止可能性に対応してい
るものではない。ときに，発生件数が少なくかつ防止
可能性が低いにもかかわらず，私たちはそれに怯え，
防止のための資源を積極的に投下する。しかし，そう
した資源の投下には，効果はほとんど期待できない。
子どもの命をより確かに守っていくためには，発生件
数と防止可能性を考慮した政策デザインが求められ
る。
　本稿で扱ったひさしや天窓からの事故を含めて，転
落事故は，資源投入の効果がもっとも期待できる種の
事故である。事故が発生する状況や事故の防止策は限
定的である。そのうえ，発生件数は多い（天窓は例
外）。防止のための資源投入には，大きな効果が期待
でき，そして耐震施工の時代というのはまさにまたと
ない好機である。
　事故を生んでしまう「死角」は，建物ではなく，私
たちの意識のなかにある。校舎から子どもが転落する
という常識がないとき，私たちは単なる偶然として事
故を処理していく。偶然とみなされれば，公的な問題
にはなりえず，事故防止の資源投入もなされない。子
どもの生活空間が構造的に変わる瞬間に，学校安全に
対する私たちの見方も変わらなければ，転落事故の現

実は変わらないのである。子どもが落ちるということ
―その厳然たる事実を，いかに実直に受け止めるの
か。数ある事故・事件のなかから防止の対象として何
を選択すべきなのか，また何を選択すべきでないの
か。事故・事件の全体像を見渡すなかから，より実効
性のある学校安全をデザインしていかなければならな
い。

＜注＞

１　２００７年改訂では，特別支援教育の推進にともなう施設整備

が，新たな重要課題として打ち出された．

２　X県内の A小学校にて，許可を得たうえで筆者が撮影した。

３　学校管理下において発生した排水口の吸い込み死亡事故は，

１９９４年度に２件（小５男，中１男），１９９５年度に２件（小５

男，小６男），１９９９年度に２件（小５女，小６女）である．
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＜別途図・写真（紙幅の都合から順序を前後させた）＞

【表 2　ひさしから転落した事例（死亡と障害）】
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【表 3　天窓・天井板・屋根などを突き破って転落した事例（死亡と障害）】
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【写真１】 【写真２】 【写真３】 【写真４】

【表 1　各年度における『死亡・障害』

の記載事例数と書名】


